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研究要旨 

 本研究では、医療及び介護の突合レセプトデータを用いて在宅医療・介護連携の推進に関わる適

正な評価指標を検討するために、以下の方法で在宅医療を受けている患者の要介護度を分析した。 

① 奈良県 KDB の医科レセプトを用いて入院と外来エピソードを患者単位で結合させ（１患者１デ

ータ化）、さらに医科レセプトと介護レセプトを突合させた奈良県 KDB改良データを分析した。 

② 介護レセプトから各月に有効な要介護度が割り付けられたテーブルを作成した。 

③ 2018 年度から 2020年度までの３年間に訪問診療を受けていた 75歳以上の患者を抽出した。 

④ 医療レセプトを用いて在宅医療の提供状況から４つのカテゴリーに分類した。 

⑤ ４つのカテゴリー毎に、有効な要介護度を各月のレセプト件数単位で集計した。 

訪問診療が算定されていたレセプトは３年間で計 280,991件であり、このうち要介護２が全体の

20％と最多で、要介護４が 19.8％、要介護３が 19.6％、要介護５が 16.0％、要介護が 15.3％の順

であった。末期がんや難病患者を含めた重度者への在宅医療を示すカテゴリー４は計 22,710件で、

そのうち要介護５が 32％と最多であった。また、カテゴリー４、３、２の順で要介護度（要介護５

の割合）は高かった。他方で、在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料が算定されて

いないカテゴリー１も計 62,214 件あり、その中では要介護４が 21.0%と最も多かった。 

 本研究の結果、重度者に対するカテゴリー４、カテゴリー３、２の順で要介護度（要介護５の割

合）が高く、医療レセプトから定義された在宅患者の状態像と要介護度との関係性が示された。他

方、在宅時医学総合管理料や施設入居時医学総合管理料が算定されていないカテゴリー１でも、要

介護度４及び５の患者が少なからず存在していることが明らかになった。今後、各カテゴリーの医

療及び介護保険サービス（居宅・通所・短期入所等）の提供状況についても調査する予定である。 
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Ａ. 研究目的 

医療および介護レセプトデータを用いて在

宅医療・介護連携の推進に関わる分析を進めて

いくためには、介護レセプトから各月に有効な

要介護度を同定して、様々な診療行為や介護サ

ービスがどのような状態像（要介護度）の患者

に提供されているかを評価することが重要に

なる。 

そこで、本研究では訪問診療を受けていた 75

歳以上の患者を対象として、医科レセプトから

分類された在宅医療のカテゴリーを定義して、

各カテゴリーの要介護度を分析した。 

 

Ｂ．研究方法 

次に示す順に分析を進めた。 

Ｂ．1. 奈良県 KDB改良データの分析 

本研究では、奈良県における医科レセプト（国

民健康保険及び後期高齢者医療制度）を用いて入

院と外来エピソードを患者単位で結合させ、さら

に患者単位で医療・介護レセプトを突合させた奈

良県 KDB改良データを分析した。 

Ｂ．２. 要介護度テーブルの作成 

奈良県 KDB改良データ内に、介護レセプト（受

給者台帳情報）から各月に有効な要介護度を選定

し、医療及び介護レセプトの突合用 ID が割り付

けられたテーブルを作成した。 

Ｂ．３. 訪問診療を受けていた患者の抽出 

奈良県 KDBデータから、訪問診療が１回以上提

供されていた 75 歳以上の患者レセプトを抽出し

た。 

Ｂ．４. 医療レセプトから在宅医療における４

つのカテゴリーを定義 

訪問診療に関する診療行為が提供されていた

レセプトのうち、在宅時医学総合管理料又は施設

入居時医学総合管理料（特掲診療料の施設基準等 

別表第八の二に相当するもの）、在宅がん医療総

合診療料のいずれかが算定されているレセプト

をカテゴリー４（重度者）、在宅時医学総合管理料

又は施設入居時医学総合管理料の包括的支援加

算が算定されているレセプトをカテゴリー３、在

宅時医学総合管理料又は施設入居時医学総合管

理料が算定かつカテゴリー４又は３に該当しな

いレセプトをカテゴリー２、在宅時医学総合管理

料又は施設入居時医学総合管理料のいずれも算

定されていないレセプトをカテゴリー１として

定義した。（参考資料参照） 

Ｂ．５. 要介護度分析 

カテゴリー毎に、各月の要介護度の分布につい

てレセプト件数単位で集計した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は奈良県立医科大学の倫理審査を受け

て実施された。また、奈良県 KDBを用いた分析結

果は、奈良県の公開審査を受けて承認された。 

 

Ｃ. 研究結果 

 2018 年度から 2020 年度までの３年間で訪問診

療に関する診療行為コードが含まれてレセプト

件数は、計 280,991 件であった。全レセプト

280,991件中、要介護２が全体の 20％と最多であ

り、次いで要介護４が 19.8％、要介護３が 19.6％、

要介護５が 16.0％、要介護１が 15.3％であった。

（表） 

カテゴリー別の集計では、カテゴリー４（重度

者への在宅医療）に分類された計 22,710件では、

要介護５が 32％と最多であり、次いで要介護４が

23.0%、要介護２が 15.7％、要介護３が 14.3％、

要介護１が 8.4％の順に多かった。カテゴリー３

（包括的支援を必要とする在宅医療）は計

134,561 件あり、４つのカテゴリーのうち最もレ

セプト件数が多かった。カテゴリー３の内訳とし

ては、要介護２が 23.8％と最多であった。カテゴ

リー２は計 61,506 件あり、このうち要介護１が

28.4％と最多であった。また、カテゴリー１（在

宅時医学総合管理料や施設入居時医学総合管理
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料が算定されていない訪問診療）についても計

62,214 件あり、このうち要介護４が 21.0%と最も

多かった。 

 

Ｄ. 考察   

 本研究の結果、重度者に対する在宅医療を示す

カテゴリー４では要介護度（要介護５の割合）が

最も高く、カテゴリー３、２と要介護度（要介護

５の割合）が低くなる傾向が示された。他方で、

在宅時医学総合管理料や施設入居時医学総合管

理料が算定されていないカテゴリー１でも、要介

護度４及び５の割合がカテゴリー３とほぼ同じ

水準であった。 

要介護度は身体機能、生活機能、認知機能、精

神・行動障害、社会生活への適応、過去 14日間に

受けた特別な医療に関する評価項目に基づいて

判定される。そのため、総合的な医学管理を必要

とするカテゴリーのうち、末期がんや難病、特別

な医療処置が含まれるカテゴリー４、頻回の訪問

看護等が要件に含まれるカテゴリー３、それ以外

のカテゴリー２の順で要介護度（要介護５の割合）

が高かったことは、医療保険を用いた重度者の評

価と介護保険による患者の状態像（要介護度）と

の関係性が示唆された。他方で、カテゴリー４に

おいても要介護が低い患者がいることや、診療報

酬が高く設定されている在宅時医学総合管理料

や施設入居時医学総合管理料を算定せずに訪問

診療が要介護者に対しても提供されているなど、

医療保険と要介護度を組み合わせることで医療

又は介護レセプトだけでは把握できなかった在

宅医療の実態も明らかになった。 

カテゴリー１の背景には、各管理料の必要要件

である１）連携調整を担当する者の配置、２）在

宅医療を担当する常勤医師、３）他の保健医療や

福祉サービスとの連携調整、そして４）緊急時の

協力体制、等の要件を満たしていない在宅医療提

供体制、例えば日中の訪問診療のみを提供されて

いる要介護者が少なからず存在していることが

示唆された。 

本研究の強みとしては、医療及び介護レセプト

データから患者単位、各月のレセプト単位で各月

に有効な要介護度を同定することにより、医療レ

セプト上の診療行為や介護サービスに関する情

報に、患者の状態像である要介護度を付与した分

析を可能にしたことが挙げられる。今後、どのよ

うな状態（要介護度）の在宅患者が、どこ（在宅

／施設）で、月にどれくらい（各診療行為／居宅・

通所・短期入所サービス等の算定回数）の医療又

は介護サービスを受けているかについて分析し

ていく予定である。 

 

Ｅ. 結論 

本研究では、医療及び介護レセプト情報に月別

に有効な要介護度を付与した分析を可能にした。

その結果、カテゴリー４（重度者への在宅医療）、

カテゴリー３、２の順で要介護度が高かった。他

方で、総合的な医学管理に関する診療報酬が算定

されていないカテゴリー１においても要介護度

４及び５の在宅患者が少なからず存在している

ことも示唆された。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

なし 

 

２．学会発表 

なし 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 
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表. 各カテゴリーの要介護度（奈良県 KDB改良データより 2018～2020 年度に訪問診療を受けていた 75

歳以上のレセプトを抽出し、レセプト件数単位で集計） 

 

  

TotalCategory 4Category 3Category 2Category 1
280,991N=22,710N=134,561N=61,506N=62,214N=

%N%N%N%N%N

性別
73.0%204,99558.3%13,24075.0%100,93873.9%45,42573.0%45,392女性

年齢
88.2(6.0)86.3(6.5)88.5(5.9)88.1(5.8)88.2(6.0)平均年齢（SD)

9.3%26,14918.1%4,1187.9%10,6629.0%5,5299.4%5,84075-79
17.6%49,55422.1%5,02517.0%22,92817.3%10,63717.6%10,96480-84
30.1%84,64227.5%6,24730.2%40,64130.7%18,87930.3%18,87585-89
28.4%79,73221.3%4,83729.3%39,36330.2%18,59527.2%16,93790-94
12.4%34,7458.7%1,96713.2%17,78311.0%6,79213.2%8,20395-99
2.2%6,1692.3%5162.4%3,1841.7%1,0742.2%1,395≥100

要介護度
1.8%4,9182.2%4930.7%9173.5%2,1442.2%1,364要介護度なし
2.9%8,0531.9%4401.3%1,7806.8%4,1942.6%1,639要支援１
4.7%13,1042.4%5401.8%2,41811.7%7,2154.7%2,931要支援２

15.3%42,9398.4%1,90711.8%15,85128.4%17,44212.4%7,739要介護１
20.0%56,15515.7%3,57623.8%32,07113.2%8,13619.9%12,372要介護２
19.6%55,16814.3%3,25123.0%30,89913.7%8,43320.2%12,585要介護３
19.8%55,59823.0%5,23121.7%29,17413.2%8,14221.0%13,051要介護４
16.0%45,05632.0%7,27215.9%21,4519.4%5,80016.9%10,533要介護５ 7
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参考資料. カテゴリー分類の定義 

カテゴリー４. 

対応している診療行為 

 在宅時医学総合管理料（特掲診療料の施設基準等 別表第八の二に相当するもの） 

 施設入居時医学総合管理料（特掲診療料の施設基準等 別表第八の二に相当するもの） 

 在宅がん医療総合診療料 

 

（特掲診療料の施設基準等 別表第八の二）  

以下に示す１の疾患に罹患している又は２の状態の患者に対して、カテゴリー２の要件を満たす定期的

な訪問診療を行った場合 

１． 次に掲げる疾患に罹患している患者 

・末期の悪性腫瘍  

・スモン  

・難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病 

・後天性免疫不全症候群  

・脊髄損傷  

・真皮を越える褥瘡 

２． 次に掲げる状態の患者 

・在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態  

・在宅血液透析を行っている状態  

・在宅酸素療法を行っている状態 

・在宅中心静脈栄養法を行っている状態  

・在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態  

・在宅自己導尿を行っている状態 

・在宅人工呼吸を行っている状態  

・植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態 

・肺高血圧症であって、プロスタグランジン I2製剤を投与されている状態  

・気管切開を行っている状態 

・気管カニューレを使用している状態  

・ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態 

・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

 

カテゴリー３. 

対応している診療行為 

 在宅時医学総合管理料 包括的支援加算（特掲診療料の施設基準等 別表第八の三） 

 施設入居時医学総合管理料 包括的支援加算（特掲診療料の施設基準等 別表第八の三） 

 

（特掲診療料の施設基準等 別表第八の三） 

以下のいずれかに該当する患者に対して、カテゴリー2の要件を満たす定期的な訪問診療を行った場合 

・ 要介護２以上の状態又はこれに準ずる状態 

・ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さのために、介護を必要とする認知症の状

態 
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・ 頻回の訪問看護を受けている状態 

・ 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態 

・ 介護保険法第８条第 11 項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を

受けた看護職員による処置を受けている状態 

・ その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態 

 

カテゴリー２. 

カテゴリー４又は３以外の患者に対して、以下の要件１から４を満たした在宅療養支援診療所・在宅療

養支援病院（注１）、それ以外の診療所、又は許可病床 200床未満の病院が、通院が困難な患者（注２）

に対して計画的な医学管理のもとに月１回以上の定期的な訪問診療を行った場合 

 

要件 

１．介護支援専門員（ケアマネジャー）、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調

整を担当する者を配置していること。 

２．在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保してい

ること。 

３．他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市

町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。 

４．地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。 

 

注１. 以下の施設基準を満たした場合、在宅療養支援診療所（①～⑥）又は在宅療養支援病院（①～⑧）

には、その他の診療所又は病院が提供する計画的な医学管理よりも高い診療報酬が設定されている。 

① 24時間連絡を受ける体制の確保 

② 24時間の往診体制 

③ 24時間の訪問看護体制 

④ 緊急時の入院体制 

⑤ 連携する医療機関等への情報提供 

⑥ 年に１回、看取り数等を報告している 

⑦ 在宅療養支援病院の場合、許可病床 200 床未満（医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関に

あっては 240床未満）であること又は当該病院を中心とした半径４km以内に診療所が存在しないこと 

⑧ 在宅療養支援病院の場合、往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること 

 

注２：以下に示す１の施設または 2のサービスを受けている患者については、在宅での療養を行ってい

る患者対する計画的な医学的管理（在宅時医学総合管理料）とは別に、居住系施設の利用者への計画的

な医学管理に対する診療報酬（施設入居時医学総合管理料）がある。 

１．次に掲げるいずれかの施設において療養を行っている患者 

・養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム（軽費老人ホームＡ型に限る） 

・特別養護老人ホーム（末期の悪性腫瘍、死亡日から遡って 30日以内の患者に限る） 

・有料老人ホーム 

・サービス付き高齢者向け住宅 

・認知症対応型共同生活介護事業所 
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２．次に掲げるいずれかのサービスを受けている患者† 

・短期入所生活介護† 

・介護予防短期入所生活介護 

†サービス利用前 30 日以内に訪問診療を行った医療機関に限り、サービス利用開始後 30日以内の患者

に限る。なお、末期の悪性腫瘍患者については 30日以内の制限はない。 

 

カテゴリー１.  

カテゴリー２, ３, ４の要件に該当しない訪問診療を月 1回以上行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




